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（要旨） 
　経済財政諮問会議で、民間委員や
財務大臣が「地方交付税の削減」を
強く主張している。 
このような事態が進むならば住民の
暮らしや地域は破壊されるおそれが
ある。 
　よって国においては地方自治体の
一般財源を確保し、財源保障機能を
守り、地方自治の本旨が実現される
地方税財政改革を進めるよう強く要
請する。 

「骨太方針2005」において　 
住民本位の地方財政確立に 
　　　　　　向けた意見書 

　地方公共団体の自己決定権と自己責任はますま
す大きくなり、地方議会の権限も飛躍的に拡大した。 
　地方議会は、重要な機能である立法的機能・財
政的機能・行政監督機能を充実強化し、今まで以
上に行政執行へのチェック機能を向上させ、分権
時代に期待される議会の役割を果たしていかなけ
ればならない。 
　現行の地方議会制度は、議会の招集権が長にあ
ること、付再議権の行使が長の認定に委ねられて
いることなど、二元代表制を採用しながらも、長
と議会の機能バランスを欠き、議会本来の機能が
発揮されていない。 
　さらに、議員定数の上限値の規定や１人１常任
委員会の就任制限などの制約的規定は、議会の組織・
運営を硬直化し、議会の自主性・自立性を弱め、
議会の活性化を阻害している。 
　よって、国においては、所要の措置を早急に講じ、
分権時代に対応した新たな地方議会制度を構築さ
れるよう、要請する。 

分権時代の新しい地方議会制度の　　 
　　　　　　　　構築を求める意見書 九月定例会で 

議決された意見書 


